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一部損壊住家修理金の申請期限を延長します
　平成 30 年 12 月 10 日から申請を受け付けている一部損壊住家修理金について、申請期限を延長します。
申請期限　令和３年３月 31 日㈬まで
対　　象　平成 30 年９月６日時点に居住していた「一部損壊」の判定を受けた住家を修理した世帯主
　　　　　※一度、申請された方は対象になりません。
助 成 額 　上限 50,000 円
必要書類　り災証明書、通帳、身分証明書、領収書
窓　　口　総務課（総合庁舎）、住民サービス課（総合支所）
申請期限　令和３年３月 31 日㈬まで
問 合 せ 　総務課復興・生活再建支援室　☎㉒ 2511

申請期限　令和３年３月 31 日㈬まで
窓　　口　総務課（総合庁舎）、住民サービス課（総合支所）
問 合 せ 　総務課復興・生活再建支援室　☎㉒2511

区分 対象 支給額
新築・中古住宅

購入
半壊以上の被害を受け、町内に新築または中古住
宅を購入した方 上限 100 万円

自宅修理 半壊以上の被害を受け、自宅を修理した方 上限 20 万円

賃貸住宅への
転居

応急仮設住宅等に居住していた方で町内の賃貸住
宅へ転居された方
※災害救助法適用期限までの期間（応急仮設住宅
等の入居から２年間）に限る

１世帯当たりの人数に対する１か月
当たりの家賃
１人：上限７万円
２〜４人：上限９万３千円
５人以上：上限 11 万１千円

引越し 応急仮設住宅等に居住していた方で町内へ引越し
た場合 上限 10 万円

被災者住み替え支援金の申請も忘れずに

　令和２年度　北海道地域防災マスター認定研修会について

　生活、仕事、家計、家族の悩み相談　出張相談会のお知らせ

　北海道では、災害時に地域の防災リーダーとして活躍いただく「北海道地域防災マスター」の育成に
取り組んでおり、今年度は苫小牧市で認定研修会を実施します。
日　　時　10 月 24 日㈯ 10 時 30 分～ 16 時 15 分
場　　所　苫小牧市消防防災訓練センター（苫小牧市新開町 2 丁目 12 番 8 号）
応募期間　10 月９日㈮まで　※定員になり次第、受付を終了
受講対象　防災経験者（警察・消防・自衛隊・市町村・道・開発局・気象台などの現職・退職者）、地
　　　　　域防災活動者（自主防災組織・自治会・町内会の役員など地域で防災活動を行っている方）、
　　　　　その他地域防災リーダーとして意欲的に活動できる方
研修内容　気象・地象等に関する講座、避難所運営ゲーム北海道版（Ｄｏはぐ）
問 合 せ 　総務課情報グループ　☎㉒ 2511
地域防災マスター認定研修会　ホームページアドレス
　　　　　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/bsb/bosaimaster.htm

　生活費が足りなくて困っている、就職したいけれど決まらない、借金の返済で生活が圧迫されている、子
どもが引きこもっているなど現在の生活にお困りの方から相談を受け付けます。今年度から予約制となっ
ています。２営業日前までに予約をお願いします。
日時・場所　10 月 15 日㈭　11 時～ 12 時　総合支所（相談室４）　13 時～ 14 時　総合庁舎（相談室１）
問  合  せ 　生活就労サポートセンターいぶり　☎ 0120‒09‒0783（フリーダイヤル）
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下水道工事に伴う交通規制のお知らせ（追分地区）

規制場所　追分白樺１丁目 365 番地先〜 368 番地先（青葉団地東１条線）
工 事 名 　下水道枝線工事１工区（追分処理区） 
工事期間　10 月 23 日㈮まで
施工業者　株式会社森本組
問 合 せ 　水道課下水道グループ　☎㉒ 2730

　下水道工事の実施に伴い、交通規制がありますので、付近を通行される際は現場の指示に従ってく
ださい。工事期間中は何かとご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　親元を離れ、町外の学校へ進学し新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている安平町出身の学生を
応援するため、特産品を贈る「ふるさとあびら学生
応援事業」を 8 月５日より開始しています。
対 象 者　次のいずれにも該当する方
　⑴町外の学校等（※１）へ通う町内出身の学生
　⑵居住地が町外の学生（※２）
　※１　大学、短期大学、大学院、予備校、専門学校、高
　　　　等学校、中学校など
　※２　住民登録が町内の場合でも、町外に居住していれ
　　　　ば対象
申請方法　申請者は、町内在住の保護者に限ります。
　⑴郵送・FAX・窓口での申込み
　　町ホームページから申込書をダウンロードし、必
　要事項をご記入のうえ、学生証などの写しとともに、
　政策推進課政策推進グループへお申込みください。

　⑵オンラインでの申込み
　　専用フォームに必要事項を入力の
　うえ、学生証などの画像データを添
　付し、お申し込みください。

申請期限　９月 30 日㈬　※当日消印有効
問 合 せ 　政策推進課政策推進グループ　　　　　　
　　　　　☎㉒2751　℻㉒ 2026

ふるさとあびら学生応援事業
5,000 円相当の特産品を、学生の元にお届けします！

安平町出身の学生に安平町の特産品を贈ります！

専用フォーム
QR コード
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安平町地域福祉総合計画　
第３期計画（案）に関する意見募集

　安平町地域福祉総合計画　第３期計画（案）、パブリックコメント手続きを実施します。本計画は、町
民一人ひとりが住み慣れた地域で安心した暮らしができる地域社会の実現を目指すことを目的に策定す
るものです。お気づきの点やご意見をお寄せください。
１ 意見募集の対象
　 安平町地域福祉総合計画　第３期計画（案）
２ 公表する資料
　 安平町地域福祉総合計画　第３期計画（案）
３ 資料の閲覧方法等
　 　①下記の場所において閲覧できます。
　 　　健康福祉課福祉グループ（総合庁舎）、住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）
　　 ②町ホームページに掲載しています。
　　 　※町ホームページをご覧になれない方は、下記までお問合せください。郵送などでお届けします。
４ 意見の提出方法及び場所
　 　意見記入票により提出してください。意見記入票と同様の項目を記述している場合は、任意による　　
　 書面でも構いません。
　　 ※正確な意見内容を把握したいため、お電話による意見は受け付けません。
　　 ①持参：下記へ提出願います。
　　 　　　　健康福祉課福祉グループ（総合庁舎）、住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）
　　 ②郵送：安平町健康福祉課福祉グループ（総合庁舎）へ郵送してください。
　　 ③ファクシミリ：意見記入票を健康福祉課（℻ ㉙ 7076）へ送信ください。
　　 ④電子メール：意見記入票を添付もしくはメール本文等によりメール送信ください。
　　 　　　　　　　健康福祉課福祉グループ：fukushi-tantou@town.abira.lg.jp
５ 意見募集期間
 　10 月 13 日㈫ 17 時 15 分まで
　 　①持参の場合：月～金（祝日を除く）　８時 30 分～ 17 時 15 分
　 　②郵送の場合：10 月 13 日㈫付けの消印まで有効
　 　③ファクシミリ、電子メールの場合：24 時間受付（土、日、祝日含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　意見募集期間の締切日は、10 月 13 日㈫ 17 時 15 分まで。
６ 提案対象者
　 安平町町民参画推進条例第２条に規定する「町民」を対象とします。
　 　①町内に居住または通勤・通学している方
　 　②町内において事業を行い、または活動を行う個人または法人その他団体
７ 意見集約による公表及び意見に対する応答
　 意見集約後、寄せられた意見と町の考え方等について、公表します。
　 　①下記において公表します。
　 　　・健康福祉課福祉グループ（総合庁舎）・住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）
　 　②町ホームページに掲載します。
８ その他
　 　①意見記入票については、提案について詳しく内容をお聞きする場合や、町で協議した結果等をお
　　　 知らせする時のため、住所・お名前・ご連絡先を必ず記載してください。
　 　②募集の対象案件と直接関係のないご意見等については、パブリックコメントの意見として取り扱
　 　　わない場合があります。
９ 問合せ
　 健康福祉課福祉グループ（〒 059‒1595　安平町早来大町 95 番地）
　 　　☎ ㉙ 7071　　℻ ㉙ 7076　　Email：fukushi-tantou@town.abira.lg.jp
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＜問合せ・相談先＞
税務住民課住民生活グループ

☎㉒ 2940　FAX㉒ 3883
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・国勢調査は、2020 年（令和 2 年）10 月１日現在、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です。
・９月中旬から、調査員がみなさまのお宅を訪問し、調査書類を郵便受けに入れるなどしてお配りしています。
・回答は、10 月７日までに、できる限りインターネットでお願いします（郵送も可能です）。
・国勢調査では、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、できる限り、みなさまと調査員が対面しない
　非接触の方法で行うようにしています。みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
・万一、調査書類が届いていない場合や、追加の調査票が必要な場合（５人以上の世帯など）は、安平町の国
　勢調査担当窓口へご連絡ください。

　これまで広報紙などでお知らせしていた光回線の誘致活動の近況をお知らせします。

光回線　誘致活動について

問合せ　総務課情報グループ　☎㉒ 2511

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来館時
は手指消毒やマスクの着用、受付での体温測定等、
今後もご協力ください。
　また、国の接触アプリ『ココア』、『北海道コロナ
通知システム』への登録をお願いします。

ぬくもりの湯からのお知らせ

【10 月の休館日】13 日、27 日
ぬくもりの湯　☎㉕2968（営業時間11時〜22時）

　10 月はピンクリボン（乳がん啓発運動）月
間にともない、10 月３日〜９日までの期間、
お湯をピンクに染めます。また、期間最終日の
９日は女性の方を対象とし、ポイント３倍とい
たします。乳がんの自己検診用のリーフレット
も用意しておりますので、皆様のご来館をお待
ちしています。

問合せ　総務課情報グループ　☎㉒2511

代理店による営業について
　現在、町民の方から光回線代理店からの営業電話があり、
既に誘致ができたのかといった問い合わせをいただくことが
あります。上記経過報告にもある通り、未だ整備は未決定です。　
　「光回線」が未提供となっているエリアに対する営業電話が
あった場合は、未整備である旨をお伝えください。

現在の経過報告
　町では、ＮＴＴ東日本による光回線が未提供となっているエリアに対する誘致活動を、皆様から
いただいた声をもとにＮＴＴ東日本へ要望しています。
　現在、国に対する交付申請を実施しており、整備については未決定となっています。
　進捗などの共有事項は、広報紙やホームページで随時お知らせしますので、ご確認をお願いしま
す。
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公営住宅・特公賃住宅・町営住宅入居者募集
募集期間　10 月 1 日㈭～ 10 月 15 日㈭

○案内書および申込書の配布・受付（土、日曜日を除く）
　申込受付期間：10 月 1 日㈭～ 10 月 15 日㈭　８時 30 分～ 17 時 15 分

○受付場所
　・建設課施設グループ（総合庁舎）
　・住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）

○必要なもの
　入居申込書及び同意書、世帯全員の所得証明書の写し（最新のもの）、世帯
全員の住民票の写し、世帯全員が市町村民税を滞納していないことの証明書
の写し、マイナンバーカード（個人番号カード）または通知カード

○抽選日時・場所
　募集住宅に対して重複した場合は、下記の日程で抽選を行います。抽選場
所は地区によって異なります。
　早来地区分　10 月 19 日㈪　９時 30 分～総合庁舎
　追分地区分　10 月 19 日㈪ 13 時 30 分～総合支所

○募集予定団地（募集予定団地は変更となる場合がありますので、受付場所
でご確認ください）
　早来地区：遠浅南公営住宅、早来あかね公営住宅、早来さつき公営住宅、 
　　　　　　早来大町東公営住宅、早来北町公営住宅
　追分地区：追分南公営住宅、追分中央公営住宅

　単身者用：追分カームビレッジ特定単身者住宅
※令和２年 11 月１日より契約、15 日以内に入居可能な方に限ります。
※胆振東部地震により被災された方を優先します。

問合せ　建設課施設グループ　☎㉒2516
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　　　　【広報笑顔（スマイル）】
　　　　発行／安平町　
　　　　企画・編集／総務課情報グループ
　　　　〠 059‒1595 安平町早来大町 95 番地
　　　　（☎㉒2511・FAX ㉒2026）
安平町ホームページ
　https://www.town.abiralg.jp
安平町フェイスブック公式ページ
　https://www.facebook.com/town.abira　

令和２年度 行政相談週間 合同行政相談所の開設『無料・秘密厳守・予約不要』
　国や町の仕事のことなど、暮らしの中で困っていることはありませんか？苦情な意見・要望を無料で、秘密を厳守して
お聞きします。お気軽にご相談ください。

※居住地区に関わらず、日時場所ご都合の良いときにお越しください。
※昨年まで実施しておりました合同行政懇談会については、町外の関係機関を招集するため、新型コロナウイルス感
染拡大防止の観点から中止いたします。後期自治会長等会議については実施予定です。

＜追分地区＞
日　時　10 月19 日（月）　10 時～15 時
場　所　ぬくもりセンター　多目的情報会議室
参加員　総務省追分地区行政相談委員　平野秀樹

＜早来地区＞
日　時　10 月20 日（火）・21日（水）　10 時～14 時
場　所　水野司法書士仮設事務所（早来大町 22（商工
　　　　会横））
参加員　総務省早来地区行政相談委員　水野　佐
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地域安全ニュース 令和２年 9 月 23 日発行
令和２年度第６号
安平町防犯協会

特 殊 詐 欺 は あ な た を 狙 っ て い る ！特 殊 詐 欺 は あ な た を 狙 っ て い る ！

発行：安平町防犯協会

　オレオレ詐欺をはじめとする特殊詐欺は、一部の高齢者だけが騙されるものではなく、他にも様々な
手口を使ってあなたを狙っています。被害に遭われた方は「まさか自分がだまされるとは思わなかった。」
と皆さん口をそろえておっしゃいます。
　今回は、最近起こった特殊詐欺の例を紹介しますので、事例に当てはまるような電話やメールを受け
た場合は必ず親戚や身近な人、警察等に相談して被害に遭わないよう注意しましょう。

不審者や不審車両を見かけたら
警察署・最寄りの駐在または役場総務課までご連絡を！
　苫小牧警察署☎ 0144㉟ 0110　　追分駐在所☎㉕ 2003

安平駐在所☎㉓ 2339　　早来駐在所☎㉒ 2030
遠浅駐在所☎㉒ 2211　　役場総務課☎㉒ 2511

◉こんなケースにご注意！
① 老人ホームの優先入居権を譲って欲しい詐欺（被害額 約 500 万円）
　不動産業を名乗る男から「介護付き老人ホームの優先入居権が当選した。その権利を欲しい方がい
るので売って欲しい。」と電話が掛かってきた。同居している親は健康で入居の必要がなく、欲しい人
がいるならと承諾した。数日後に自宅へ弁護士を名乗る男がやって来て「あなたが行った権利を譲る
行為は犯罪に当たる。逮捕されないためには示談金が必要。」と告げられ、現金を支払ってしまった。
②独身者を狙った国際ロマンス詐欺（被害額 約 200 万円）
　米国軍人という男から SNS の友達申請が来たので承諾し、メッセージのやりとりを通じて親しく
なった。数か月後「除隊したら日本で一緒に暮らしたい」「退職金と勲章などの荷物を誰かに受け取っ
てもらわなければならないが空輸すると運賃がかかる。その費用を立て替えてほしい。」などと持ち掛
けられ、荷物の配送保証料の負担名目で現金を指定口座に振り込んでしまった。
③実在しない団体を語り親族の債務を語る詐欺（被害額 約 900 万円）
　実在しない団体「仮想通貨取引所」職員を名乗る男から「息子さんが法人税を滞納している。直ち
に支払うようにしてください。」と督促の電話が掛かってきた。対応方法を聞くと弁護士が代理で納め
るとのことだったので待ち合わせをし、自宅付近の路上で弁護士事務所職員を名乗る女に現金を手渡
した。

● 電 話 や メ ー ル の 内 容 が 以 下 の 項 目 に 当 て は ま っ た ら 疑 い ま し ょ う ！
・弁護士（警察官）がお金を受け取りに行く。
・安全だから名義を貸して欲しい。
・あなたの口座が悪用されている。
・受け取るには保証料金の先払いが必要。
・今使っているキャッシュカードは使えなくなります。
・金融庁（銀行）職員が自宅にキャッシュカードを封印しに行く。
・レターパック（宅配便）にお金を入れてポストに投函して。
・ギフトカードをコンビニで購入して番号の写真を送って欲しい。
・マイナポイントをもっとお得にする方法を教えます。


